
 

 

上越市選挙管理委員会告示 第 91号 

 

 

令和 7年 10月 26日執行の上越市議会議員補欠選挙において使用する郵

便等投票証明書交付申請書等の各種様式については、公職選挙法施行規則

（昭和 25年総理府令第 13号）で定めるそれぞれの様式に準じて調製する

ものと定めた。 

 

令和 7年 10月 19日 

 

上越市選挙管理委員会 

                                 委員長    澤 海  雄 一 

 

 

 


